
                        

 

 
 

業界初の個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション

（住宅診断）を行う“不動産の達人 株式会社さくら事務所”（東京都渋谷区  

／代表：大西倫加）は「負動産と相続」をテーマに、12 月 1日（土）、「生

産緑地 etc 負動産を引き継がない相続セミナー」を開催いたします。主な

生産緑地地区からアクセスの良い新宿での開催となります。 

 

税制の改正、生産緑地の 2020年問題など、相続を取り巻く環境や情勢は

日々複雑化。相続トラブルに直面している方はもちろん、まだ先のことと

思う 30代～40代の方にも負動産を引き継がないために早めの備えを！と、

さくら事務所の不動産コンサルタントによる相続セミナーを行います。 

 

負動産を引き継がないための賢い方法は？ 相続での分割はどうすればいい？ 親族でもめないためには？ 

相続税対策は？ アパート経営と売却、それぞれのメリットデメリットは？ 生産緑地は2020年問題でどうなる？ 

など、相続のお悩みに応えるノウハウを伝授します。 

 

講師は相続案件の経験が豊富なコンサルタントと、不動産取引の幅広い実績を持つ宅地建物取引士。二人のプロがタッグを組んだ

相続の決定版となるセミナーです。親子でご来場の方には特典として「不動産相続チェックシート」を進呈します。 

 

● 講師：さくら事務所   不動産コンサルタント 田中歩／土屋和馬 

● 日時：12月1日（土）10:０0～11:15 

● 場所： TKP新宿カンファレンスセンター 東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa 西新宿ビル（新宿駅南口 徒歩3 分） 

● 定員：30名  ● 参加費：無料  

●ご来場特典：不動産相続無料相談 ※予約制、後日実施 

 

詳細はこちら･･https://www.sakurajimusyo.com/semi/181201/ 

■不動産の達人 株式会社さくら事務所■ （東京都渋谷区／代表取締役社長：大西倫加）   https://www.sakurajimusyo.com/  

株式会社さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を理念として活動す

る、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業です。１９９９年、不動産コンサルタント長嶋修が設立。第三者性を堅持

した立場から、利害にとらわれない住宅診断（ホームインスペクション）やマンション管理組合向けコンサルティング、不動産購

入に関する様々なアドバイスを行なう「不動産の達人サービス」を提供、約４２,７９０組超の実績を持っています。 

 

2018.11.13 

12/1(土) 新宿開催 

 

 12/1（土）相続  セミナー

本件に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 

株式会社さくら事務所 東京都渋谷区桜丘町29-24 桜丘リージェンシー101  https://www.sakurajimusyo.com/  

TEL 03-6455-0726 FAX 03-6455-0022  マーケティングコミュニケーション部 ：今井   press@sakurajimusyo.com  

 
 

■□■□■ メディア関係者の皆様へ ■□■□■ 無料ご招待のご案内▼ 

上記 セミナーに参加をご希望のメディア関係者の方はお手数ですが下記フォームにご記入の上、ＦＡＸ（03-6455-0022）までご返信くださいませ。 

御名前 ※必     御社名 ※必     

媒体名 ※必     参加人数 ※必    名    

電話/fax番号 ※必     メールアドレス     

 

生産緑地 etc 負動産を引き継がない相続セミナー 

https://www.sakurajimusyo.com/

